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なお、農場に被害が生じた場合は、「被災状況の報告について」の
様式に記入し、以下の宛て先までFAXで報告してください。
【宛て】 千葉県農林水産部畜産課 043-222-3098



被 災 状 況 の 報 告 に つ い て 

 

 
 
 
 
 
 
 

千葉県農林水産部畜産課 宛て（ＦＡＸ：０４３－２２２－３０９８） 

記入年月日     年     月     日 （  ） 

農 家 名  

農場所在地  

連 絡 先        －       －         

被 害 状 況 

記入例）畜舎１棟 屋根損壊、子豚１頭 死亡 

そ の 他 

記入例）屋根を覆うためのブルーシートが不足している 
（○ｍ×△ｍ程度が１枚必要） 

 

今後、台風や地震などで農場が被災した場合は、この様式にて速やかに 

畜産課までお知らせ下さい。 

なお、いただいた要望は可能な範囲で対応いたしますが、限度があります 

ので、災害に備えて平時からの準備をお願いいたします！ 


